
 

賃貸借及び保守サービスに関する契約書（案） 

 

契 約 名 称　　映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス 

賃貸借期間　　契約締結の日から令和13年１月31日までとする。ただし、契約締結の日

　　　　　　から令和８年１月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備

　　　　　　に係る費用は受注者負担とし、賃貸借期間は、令和８年２月１日から令和

 　　　　　　13年１月31日までとする。

賃 貸 借 料　　契約期間の総額　￥○○○○○○円 

 　　　　　　　　　　        （うち消費税及び地方消費税の額　○○○○○○円）

              　内訳  令和７年度　　　　　  　　　　￥○○○○○○円 

　　　　　　　　　　　令和８年度～令和11年度　　   各￥○○○○○○円 

                      令和12年度　　　　　　　　　　￥○○○○○○円 

　　　　　　　月額    ￥○○○○○○円 

契約保証金　　契約期間の総額の100分の10に相当する金額（当該金額に１円未満の端

　　　　　　　数があるときは、その端数金額を切り上げた金額）以上の額とする。ただ

　　　　　　　し、山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）第135条各号のいずれ

　　　　　　　かに該当する場合は免除する。 

 

頭書業務について、 

借主　山形県知事　吉村美栄子を発注者とし、 

貸主　○○○○○○を受注者とし、 

次の条項により賃貸借に関する契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条　受注者は、この契約に定める条項により、その所有に係る映像変換ソフトウェア

（以下「機器」という。）を発注者の使用に供するとともに、別添１「保守に関する仕

様書」に基づく機器の保守を行い、発注者はその対価として賃貸借料を支払うものとす

る。 

２　この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。 

 ３　この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

（機器の明細） 

第２条　機器の名称、規格及び数量は別添２「機器明細表」のとおりとする。 

（機器の納入） 

第３条　機器の納入に関する事項は、別添３「納入に関する仕様書」のとおりとする。 

（納入期限の遅延） 

第４条　発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物件を納入

　することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。こ

　の場合において、原納入期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、賃貸

　借料（既納部分がある場合は賃貸借料から当該既納部分の代金相当額を控除した額）に

　年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合にお

　いて、発注者が「納入に関する仕様書」第８に規定する検査に要した日数は、遅延利息

　の徴収日数には算入しないものとする。 

２　受注者は、契約物件の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限ま

　でに契約物件を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して



　納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議

　して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。 

　（納入後の機器無償使用） 

第５条　受注者は、機器の納入日から令和８年１月31日までの準備期間中において、発注者に

　対して機器を無償で使用させるものとする。 

（権利及び義務の譲渡禁止） 

第６条　受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承さ

せてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限り

ではない。 

　（再委託の禁止） 

第７条　受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ

　委託業務の一部の再委託について書面による発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微なもの

　と判断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。 

２　受注者は、前項ただし書の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に本契

　約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、本契約に関する当該第

　三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

（機器の管理） 

第８条　発注者は、機器のために良好な環境を保持し、善良な管理者の注意をもって機器

を管理及び使用し、これに発生する通常費は発注者が負担するものとする。 

２　発注者は、第三者に対しこの契約に基づく賃借権又は機器を譲渡すること、若しくは、

機器を貸与あるいはこれに権利を設定すること等の一切の処分行為を行ってはならな

い。 

（受注者の表示権） 

第９条　受注者は、機器に受注者の所有物である旨の表示をすることができることとし、

その表示方法及び場所については発注者、受注者協議して決定する。 

２　発注者は、受注者の承認を得ないで前項で定めた表示を取り外してはならない。 

  （禁止行為） 

第10条　発注者は、受注者の承認を得た場合のほか、次の各号の行為をしてはならない。 

　(1) 機器を第三者に転貸すること。 

　(2) 機器をその本来の目的外に使用すること。 

（危険負担） 

第11条　発注者は、その責に帰すべき事由又は事故により機器の全部又は一部を滅失又は

　毀損したときは、受注者が被った損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は

　発注者、受注者協議して決定する。ただし保証については仕様書のとおりとする。 

２　滅失又は毀損の原因が、天災地変等によるときは発注者、受注者協議して決定する。 

（機器の改造等） 

第12条　発注者又は受注者が機器に改造又は他の付属機器等を取付ける必要が生じたとき

は、発注者、受注者協議して決定する。 

２　前項の場合において賃貸借料に変更が生じるときは、発注者、受注者協議して決定す

る。 

　（技術援助） 

第13条　受注者は、機器の操作に必要な技術援助（故障の有無の確認、動作不具合に対す

る技術支援等。）を行うものとする。ただし、発注者の申し出により特別な技術援助を

提供した場合は、それに要する費用は発注者が負担するものとする。 

　（契約内容の変更等） 



第14条　発注者は、必要がある場合には、契約内容を変更し、又は契約の全部又は一部を一時中 

  断することができる。この場合において、契約期間又は賃貸借料を変更する必要がある場合は、

  発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２　前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければ 

  ならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

（契約の解除） 

第15条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を

　解除することができる。 

　(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに機器の納入を完了する見込み

　　がないと認められるとき。 

　(2) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 

　(3) この契約の履行について、不正の行為があったとき。 

　(4) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 

　(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

　(6) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

　　号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

　　イ　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

　　　の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

　　　おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

　　　第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい

　　　う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下この号において

　　　「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

　　ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

　　　る暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関

　　　与していると認められるとき。 

　　ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

　　　加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 

　　ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

　　　等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認

　　　められるとき。 

  　ホ　役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認

　　　められるとき。 

  　へ　下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか

　　　らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

　　　られるとき。 

　　ト　受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の

　　　購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、

　　　発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２　発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除

　することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その

　損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。 

３　第１項第１号から第４号まで又は第６号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証

　金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、

　発注者に対し解除違約金として契約期間における契約金額の総額の100分の10に相当する金額



　を納付しなければならない。 

４　第１項第５号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠

　償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

５　発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知

　するものとする。 

６　発注者は、翌年度以降において本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又

　は削除があった場合は、本契約は解除する。 

（談合等に係る契約解除及び賠償） 

第16条　前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場

　合においては、この契約を解除することができる。 

　(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。

　　以下「独占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び

　　第20条第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、

　　第17条の２又は第20条第１項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟（行

　　政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以

　　下この条において同じ。）を提起しなかったとき。 

　(2) 受注者が独占禁止法第７条の２第１項（第８条の３において読み替えて準用する場合を

　　含む。）、第７条の９第１項若しくは第２項又は第20条の２から第20条の６までの規定による命

　　令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

　(3) 受注者が前２号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下

　　の判決が確定したとき。 

　(4) 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律

　　第45号）96条の６若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等

　　の処罰に関する法律（平成12年法律第130号）第４条の規定による刑に処せられたと

　　き。 

２　受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する

　か否かを問わず、賠償金として、契約期間における契約金額の総額の100分の10に相当する額

　を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、こ

　の限りでない。 

３　この契約の履行後に、受注者が第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合に

　ついても、前項と同様とする。 

４　第２項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損

　害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する

　額につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（賃貸借料金の支払） 

第17条　受注者は、当該使用月の翌月に、発注者に対し月額の賃貸借料の請求書を提出するもの

とする。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 

２　発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に月額の賃貸

借料を受注者に支払うものとする。 

３  この契約の期間中に、受注者の責めに帰すべき事由により発注者が機器を使用できな

かったとき、又はこの契約が月の中途において解除されたときの賃貸借料は次式により

算出した額とする。 

 

                                　　当該月の賃貸借日数 
      賃貸借料＝月額の賃貸借料×    （１円未満切捨）
                                   　 当該月の暦日数 



（遅延利息） 

第18条　受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第２項の規定による賃貸借料の支払が

遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算

した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額

が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（機器の返還） 

第19条　発注者は、契約期間が終了したとき、又は第15条第１項第２号から第６号まで、

同条第２項、同条第６項、第16条のいずれかの規定により契約を解除したときは、機器

に残存するデータを消去の上、すみやかに機器を受注者に返還することとし、返還に要

する経費は受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により

契約を解除したときの機器の返還に要する経費は、発注者が負担するものとする。 

（機密の保持等） 

第20条　発注者又は受注者は、この契約の履行上直接若しくは間接に知り得た相手方の秘

密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

２　発注者は、機器の返還に際しては、機器に残存するデータを確実に消去したうえで、

受注者に返還するものとする。 

３　受注者は、前項による対応が困難であるときは、山形県警察本部においてデータが残

 存するＳＤカード等の記録媒体を取り外して発注者に無償譲渡するものとする。

４　受注者は、この契約に関わる受注者の従業員及びその他の者に、発注者の秘密を保持

することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を徹底させなけらばな

らない。 

　（個人情報の保護） 

第21条　受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記１「個

 人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

　（警察情報セキュリティの保護） 

第22条　受注者は、この契約による事務を行うため警察情報を取り扱う場合は、別記２

「山形県警察における情報セキュリティに関する対策基準細目に基づく特記事項」を遵

 守しなければならない。

（事故発生の通知） 

第23条　受注者は、機器の納入に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとと

もに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 

　（発注者の履行追完請求権等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第24条　契約物件がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った

　時から１年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追 

　完の請求、賃貸借料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 

（裁判管轄合意） 

第25条　この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（疑義についての協議） 

第26条　この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必

要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。 

 

発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって契約を締結



し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

 

 

　　　令和  　年　　月　　日 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　発注者　山形市松波二丁目８番１号 

                                      山形県知事　　吉村　美栄子　 

 

 

 

                              受注者　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添１ 

　　　　　　　　　　　保守に関する仕様書  

 
　この仕様書は、映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービスに関する契約に基づき、
機器が円滑かつ正常に使用できるための保守について概要を定めるものである。 
　この仕様書において、発注者とは山形県知事又はその委任を受けた者をいう。 
 
　（一般事項） 
第１　本契約書第７条に基づき再委託を行う場合は「保守業務に関する業務再委託承認申

 　　請書」(別記様式第１号)をもって発注者の承認を得るものとする。
 
２　この仕様は、保守作業の大要を示すもので、定めのない事項であっても各機能の性能
　保持に必要と認められるものについては、協議の上これを充足する。また保守作業の実
　施にあたり、発注者が特に必要と認めた場合は、本仕様の一部について追加、変更でき
　るものとする。 

 　
３　受注者は、機器に対する不正アクセス防止及びコンピュータ・ウイルス等の不正プロ
　グラム感染を予防するための対策機能を提供すること。 
 
　（保守対象機器） 
第２　契約書により納入された機器を保守の対象とする。 
 
　（保守期間） 
第３　機器の納入が完了した日から契約完了日までの期間を保守の期間とする。 
 
　（保守体制） 
第４　平日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する
　　休日および年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く日をいう)の午前９時から午後
　　５時までの受付体制を原則として確保すること。 
 
　（保守の範囲） 
第５　(1) 運用支援 
　　　(2) 障害対応保守 

(3) ソフトウェアサポート 
　 
　（運用支援） 
第６　受注者は、次に掲げる事項について電話やメール等により操作説明等の支援をする
    こと。 
　　　(1) 仕様、操作方法、運用環境等に関すること。 
　　　(2) 正常に動作しない場合の原因調査、回避措置等に関すること。 
 
　（障害対応保守） 
第７　受注者は、機器の円滑かつ正常な運用を確保するため、運用時の障害の復旧及び操
　　作上のトラブルの解決を技術的にサポートすること。 
２　受注者は、利用者の帰すべき故意又は重大な過失に基づくものと判断される以外の故
　障、通常の使用による不具合等により使用上の障害が発生した場合又は機能を満たさな
　くなった場合は受注者負担により修理を行うこと。 
３　故障・不具合の原因が利用者の故意又は重大な過失によるものである場合の修理費用
　は発注者と別途協議するものとする。 
 
  （ソフトウェアサポート） 
第８   受注者は、受注者負担により年に１回以上ソフトウェアのバージョンアップを実施

 　　すること。



別記様式第１号 （保守に関する仕様書第１項関係） 

保守業務に関する業務再委託承認申請書 

  年  月  日 

 

 

 山形県知事 吉村 美栄子  殿 

 

 

                 受注者 住所又は所在地 

                     氏名又は名称 

代表者氏名                            

 

 

 下記について、業務の一部を再委託したく承認願います。 

 

記 

契約件名 映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス 

契約期間 

年  月  日  から 

 

    年  月  日  まで 

契約金額 

 

￥        

    （うち消費税及び地方消費税の額 ￥        ） 

 
保守体制図 別添のとおり 

再委託の分野・内容 別紙「業務再委託計画一覧表」のとおり 

 

  受注者                                年  月  日 

  住所又は所在地 

   氏名又は名称 

   代表者氏名                 様 

 

 

                山形県知事  吉村 美栄子        

             

します。   

 上記について、承認  

                      しません。 

備考 １ 本書は、正副２通提出すること。 

   ２ 発注者は、承認するかどうかを決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付するもの

とする。 



別紙 

業 務 再 委 託 計 画 一 覧 表 

契約件名 映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス 受注者名 

 

 

再委託の業務範囲 摘  要 
再委託者の住所、名称及

び代表者名 

保守に関する責任者 

業務期間 
再委託の理由、必要性及び再委託

先の選定理由 職名 氏名 

                                

        

   

 

 

       

       

       

       

       

 

備考  １ 必要に応じ、再委託者の概要を記載した書類を添付すること。 



別添２

区分 機　器　名　称 規　　格 数量 備考

機器明細表



別添３ 

納入に関する仕様書 

 

　（納入期限及び納入場所） 

第１　機器の納入期限は令和８年１月31日とし、山形県警察本部へ納入すること。 

　（納入工程表） 

第２　受注者は、この契約締結後７日以内に納入工程表（別記様式第１号）を作成し、発注者の承認

　を受けなければならない。 

　（監督職員） 

第３　発注者は、この契約において、監理又は指示をする監督職員をおくことができる。 

２　発注者は、前項により監督職員をおいたときは、監督職員指定（変更）通知書（別記様式第２

　号）によりその職及び氏名を受注者に通知しなければならない。また監督職員を変更したときも同

　様とする。 

３　監督職員は、この契約書に定められた事項の範囲内において監督を行い、次に定める納入責任者

　に対して必要な指示を与える等の権限を有する。 

　（納入責任者） 

第４　受注者は、この契約において、機器等の手配及び納入並びに管理に関し指示をつかさどる納入

　責任者を選任し、納入責任者選任（変更）届（別記様式第３号）によりその氏名その他必要な事項

　を発注者に通知しなければならない。また納入責任者を変更したときも同様とする。 

　（納入体制の承認） 

第５　受注者は、機器の納入及び設置作業等について、第三者に委託する場合は、納入業務に関する業務再委

託承認申請書（別記様式第４号）により発注者の承認を受けなければならない。 

　（納入期限の延長） 

第６　受注者は、その責めに帰することができない事由により納入期限までにすべての機器の納入を

　完了することができないことが明らかなときは、発注者に対してその事由を附して納入期限の延長

　を求めることができる。ただし、延長期間については発注者、受注者で協議して決定する。 

　（機器の手配等調査） 

第７　発注者は、必要があると認めるときは、機器の手配又は納入について中間報告を求め、又は実

　地において調査することができる。 

　（納入検査） 

第８　受注者は、全ての機器の納入を完了したときは、納入完了通知書（別記様式第５号）により

　発注者に通知しなければならない。 

２　発注者は、稼動検査等の納入検査を実施し、納入完了通知書を受理した日から契約期間の初日ま

　でに、検査結果を受注者に通知しなければならない。 

    この場合、全ての機器の納入検査の合格をもって納入完了とみなすものとする。 

３　受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な修理又は調整を行い、発注者の再検査

　を受けなければならない。この場合において、必要な修理又は調整の完了を納入完了とみなして前

　項の規定を適用する。 



 様式第１号（納入に関する仕様書第２関係）
                                                                                     契約者名　                               

 件名（映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス）
納　　　入　　　工　　　程　　　表

              日　　　　　程 　年　月 　年 月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 
   10 20 10 20   10 20   10 20   10 20   10 20   10 20   10 20   10 20   10 20   10 20   10 20 
工        種 数量 単位 区分

計画

計画

計画

計画

計画

計画

計画

計画

計画



 様式第２号（納入に関する仕様書第３関係）

           　        監　督　職　員　指　定　（変　更）　通　知　書

 

                                                             令和　  年　　月　　日

 

 　                                 様

 

 

                                　　　　　       山形県知事　吉村　美栄子   　　

 

 

 

 　下記のとおり監督職員を指定（変更）しましたので通知します。

 

                                        　記

  

　件　　　　　　名 　映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス

  

  職　　　　　　　　　　　氏名

　監 督 職 員

 

 

 

 

 

　摘 要



 様式第３号（納入に関する仕様書第４関係）

               　　　　 納　入　責　任　者　選　任　（変　更）　届

 

                                                             令和　  年　　月　　日

 

 　山形県知事　殿

 

                       　受注者

                       　　住所又は所在地　　

                         　氏 名 又 は 名 称

 　　　　　　　　　　　　　代 表 者 氏 名       　　　　　　　　　             

 

 

 　下記のとおり納入責任者を選任（変更）したのでお届けします。

 

                                        　記

  

 　件　　　　　　名 　映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス

  部　　署

 

 　  フリガナ

　納 入 責 任 者

 氏　　名

 生年月日  

 

 

 

 

 

　摘 要



様式第４号　　（納入に関する仕様書第５関係）

  山形県知事 殿

受注者 住所又は所在地

氏名又は名称

代表者氏名

￥

　別紙「業務再委託計画一覧表」のとおり

受注者

　　　　住所又は所在地

　　　　氏名又は名称

　　　　代表者氏名 様

  山形県知事

　します。

　しません。

備考　１　本書は、正副２通提出すること。

　　　２　発注者は、承認するかどうかを決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付する

　　　  ものとする。

吉　村　美栄子

　上記について、承認

　　　　年　　月　　日

記

契約期間

再委託する業務

年　　　月　　　日から

年　　　月　　　日まで

　　　　年　　月　　日

納入業務に関する業務再委託承認申請書

　　下記について、業務の一部を再委託したく承認願います。

契約件名 映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス

契約金額 （うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　円）



別紙

業 務 再 委 託 計 画 一 覧 表

備考 １　必要に応じ、再委託者の概要を記載した書類を添付すること。

委託契約名 受注者名

摘　要再委託の業務範囲 契約期間
　再委託の理由、必要性及

び再委託先の選定理由

映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス

職名

再委託者所在地・
名称・代表者氏名 氏名

納入に関する責任者



様式第５号（納入に関する仕様書第８関係） 

納　入　完　了　通　知　書

 

                                                              令和　  年　　月　　日 

 

　山形県知事　殿 

 

                      　受注者 

                      　　住所又は所在地　　 

                        　氏 名 又 は 名 称 

　　　　　　　　　　　　　代 表 者 氏 名       　　　　　　　　　              

 

 

　下記のとおり賃借機器の納入が完了したので通知します。 

 

                                        　記

　件 名 　映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス

  納 入 物 件   映像変換ソフトウェアの賃貸借及び保守サービス　二式

  契 約 期 間 　契約締結の日から令和13年１月31日までとする。ただし、契約締結の

日から令和８年１月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、賃貸

借期間は、令和８年２月１日から令和13年１月31日までとする。

　納 入 期 限   令和８年１月31日

  

  設置等完了年月日   令和　　年　　月　　日

  検 査 年 月 日 　※　令和　　年　　月　　日

   ※　職 

  検 査 職 員   

      氏名                                       ㊞

  検 査 結 果   ※

  摘　　　　　　要

  備考　１　本書は、正副２通を提出すること。 

　　　　２  ※印の付いている欄は、記入しないこと。 

        ３　発注者は、検査の完了後、検査の結果を記載した本書の副本を、受注者に交付する。 



別記１                                                            　　 （山形県警察用） 

個人情報取扱特記事項 

 

　（基本的事項） 

第１　受注者は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま

　れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

　の（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

　とができることとなるものを含む。）若しくは個人識別符号又は個人番号が含まれ

　るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行う

　に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを

　適正に行わなければならない。 

　（秘密の保持） 

第２　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしては

　ならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

　（保有の制限） 

第３　受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必

　要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。 

２　受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、

　個人情報を保有してはならない。 

３　受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。 

　（漏えい、滅失及び毀損の防止） 

第４　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、

　滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じな

　ければならない。 

　（目的外利用・提供の禁止） 

第５　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的

　以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

　（複写又は複製の禁止） 

第６　受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うため

　に発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製しては

　ならない。 

　（事務従事者への周知） 

第７　受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後

　においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、

　又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関

　する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

　る法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事

　項を周知させるものとする。 

　（再委託の禁止） 

第８　受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に

　委託してはならない。 

２　受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約



　により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなけ

　ればならない。 

　（資料等の返還等） 

第９　受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は

　受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契

　約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が

　別に指示したときは当該方法によるものとする。　 

　（安全管理の確認） 

第10　発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応

　じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なく

　とも年１回以上、原則として実地検査により確認するものとする。 

　（事故発生時における報告） 

第11　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを

　知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

　（違反した場合の措置） 

第12　発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができ

　るとともに必要な措置を求めることができる。 

 



別記２ 
山形県警察における情報セキュリティに関する対策基準細目に基づく特記事項 

１　目的 
(1) 受注者は、本契約に係る業務（以下「本件業務」という。）の実施のために、発注者から提供

する情報その他本件業務の実施において知り得た情報 （以下「保護すべき情報」という。）の
機密性、完全性及び可用性を維持 すること（以下「情報セキュリティ」という。）に関して、
この特記事項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。 

(2) 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。 
ア　発注者が管理対象として指定した文書、図面、図書等（電磁的記録を含む。） 
イ　発注者が管理対象として指定した物件 
ウ　ア及びイに掲げるものを基に、受注者が作成（複製及び写真撮影を含む。）した文書、図

面、図書等（電磁的記録を含む。）又は物件のうち、発注者が指定したもの 
２　情報セキュリティ確保のための体制等の整備 

受注者は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなけ
ればならない。 

３　守秘義務 
(1) 受注者は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又

は漏えいしてはならない。 
(2) 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしては

ならない。 
(3) 受注者又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、

受注者はあらかじめ、書面により発注者に申請し許可を得なければならない。 
４　管理 

(1) 受注者は、本契約に基づき、発注者が受注者に提供する情報（以下「業務情報」という。）及
び発注者が受注者に貸与する仕様書その他の資料（以下「業務資料」という。）については、
特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。 

(2) 受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び
業務資料は適正に管理するものとする。また、発注者の承諾なくしては、その場所から物品、
業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。 

(3) 受注者は、前２号の業務情報及び業務資料の管理について、発注者の承認を得るものとする。 
(4) 受注者は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他発注者の指定した目的以外

に使用してはならない。 
(5) 受注者は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は発注者から廃棄を求められたと

きは、これを直ちに発注者が認める方法により廃棄するものとする。 
(6) 受注者は、業務情報及び業務資料を、発注者の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複

製・複写してはならない。 
(7) 受注者は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は発注者から返還を求められたと

きは、これを直ちに発注者に返還するものとする。 
(8) 受注者が作成（複製及び写真撮影を含む。）した文書、図面、図書等（電磁的記録を含む。）

又は物件のうち、受注者から発注者に所有権が移転したものは全て発注者の認める方法により
廃棄しなければならない。 

５　作業責任者の選出 
(1) 受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合、受注者は 業務実施に関する受

注者の作業責任者を定め、書面をもって発注者に通知するものとする。 
(2) 前号により選任された作業責任者は、作業場所における受注者の個別業務の実施を統括し、

受注者の定める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、
個別業務の遂行につき受注者を代理する権限を有するものとする。 

(3) 受注者が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合又は作業責任者を変更する場合は、受注
者は当該内容を書面により事前に発注者に通知するものとする。 

(4) 発注者は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場
合は、受注者に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるも
のとする。 

６　作業員名簿の提出 
受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合、受注者は業務実施に関する受注

者の作業員名簿を作成し、書面をもって発注者に通知するものとする。 
７　脆弱性対策等の実施 

(1) 受注者は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報
システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセス
を記録する措置を講ずるものとする。 



 
 
(2) 前号の場合に、受注者は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、

不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要
な措置を講ずるものとする。 

８　情報セキュリティ侵害事案等事故 
情報セキュリティ侵害事案等事故（以下「事故」という。）とは次の各号をいう。 

(1) 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われ
た場合 

(2) 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場
合 

(3) 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体に、コン
ピューター・ウイルスの感染が認められた場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者又は受注者の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵
害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合 

９　情報セキュリティ侵害事案等事故に関する受注者の責任 
受注者は、受注者の従業員又は下請負者等の故意又は過失により前項に規定する事故があった

ときでも、契約上の責任を免れることはできない。 
10　情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置 

(1) 受注者は、本契約の履行に際し、第８項に規定する事故があったときは、適切な措置を講ず
るとともに、速やかにその詳細を発注者に報告しなければならない。 

(2) 発注者は、第８項に規定する事故が発生した場合、必要に応じ受注者に対し調査を実施する
こととし、受注者は発注者が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。 

(3) 第８項に規定する事故が下請負者等において発生した場合、受注者は発注者が当該下請負者
等に対して前号の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。 

(4) 受注者は、第８項に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等
を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて発注者に提出するものとする。 

(5) 第８項に規定する事故が受注者の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費に
ついては受注者の負担とする。 

(6) 前号の規定は、発注者の損害賠償請求権を制限するものではない。 
11　意図しない変更が加えられないための体制の整備 

(1) 受注者は、発注者より委託された業務の実施において、情報システムに対し発注者の意図し
ない変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。また、発注者の求めに応じて具体的
な品質保証体制を証明する書類を提出することとする。 

(2) 情報システムに対し発注者の意図しない変更が加えられる不正が判明した際には、追跡調査
や立ち入り検査等により原因を調査し、排除するための体制を構築するものとする。 

12　情報セキュリティ監査 
(1) 発注者は必要に応じ、受注者に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、

監査の実施のために、発注者の指名する職員を受注者の事業所その他関係先に派遣することが
できる。この場合、受注者は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情
報セキュリティ監査対応計画書」を事前に発注者に提出することとする。 

(2) 発注者は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施するこ
とができる。 

(3) 受注者は、発注者が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、発注者の求めに応
じ、必要な協力（発注者の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等）
をしなければならない。 

(4) 発注者が下請負者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、
受注者は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。 

(5) 受注者は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を発注者に報
告することとする。 

(6) 発注者は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、
その是正のための必要な措置を講ずるよう受注者に求めることができる。 

(7) 受注者は、前号の規定により、発注者から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講
じなければならない。 

13　契約の解除 
(1) 発注者は、第８項に規定する事故が、受注者の責めに帰すべき事由により発生した場合にお

いて、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除す
ることができる。 

(2) 前号の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。


